
令和 7 年 3 月

令和 6 年度 令和 15 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

5,940 円 5,898 円

5,940 円 5,890 円

5,940 円 5,679 円

③ 組　織

法 適 （ 全 部 適 用
・ 一 部 適 用 ）
非 適 の 区 分

法適（一部適用）

上毛町下水道事業経営戦略

平成12年度
（供用開始後22年）

福岡県上毛町

上毛町農業集落排水事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（供用開始後年数）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

流域下水道等への
接 続 の 有 無

事 業 運 営 組 織

21.1人/ha

２施設（八ツ並・吉岡地区、土佐井地区）

無

処 理 区 数 ２処理区（八ツ並・吉岡地区、土佐井地区）

広 域 化 ・ 共 同 化
・ 最 適 化
実 施 状 況 *1

無し

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

令和４年度 令和４年度

令和３年度 令和３年度

一般家庭用使用料体系
の 概 要 ・ 考 え 方

し尿・雑排水　 戸数割3､000円　人数割１人につき800円＋消費税
雑排水のみ　  戸数割2,100円　人数割１人につき550円＋消費税

業務用使用 料体 系の
概 要 ・ 考 え 方

１事業所につき10,000円　人員割１人につき200円＋消費税

令和５年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※過去３年度分を記載

令和５年度

職 員 数 建設課上下水道係　２人　（係長１人、職員１人）

平成17年度の上毛町発足時より建設課上下水道係として事業を運営している。

その他の使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

公民館　建築面積100㎡未満1,500円　　100㎡以上3,000円＋消費税

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内
人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推
進するための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一
部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選
択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※過去３年度分を記載



（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１） 処理区域内人口の予測

（２）

（３）

（４）

（５）

使用料収入の見通し

　使用料収入は、近年増加傾向であり、今後も毎年1.2%程度で増加していくものと予測される。
　毎年度２戸の接続により収入増が見込める。

施設の見通し

　汚水処理施設及び中継ポンプ（マンホールポンプ）施設の機器・計器類が耐用年数を迎えている。
　管路施設については、管渠本体とマンホール本体は経営戦略計画期間内に耐用年数を迎え無いが、マンホール蓋
は耐用年数を迎えている。

組織の見通し

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

―

―

 イ　指定管理者制度

汚水処理施設の維持管理を民間委託している。

民 間 活 用 の 状 況

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通
知）」による経営比較分析表）を添付すること。

経営比較分析表を参照

―

―

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　(下水熱・下水汚泥・発電等) *4

 イ　土地・施設等利用
　(未利用土地・施設の活用等) *5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

　処理区域内人口は、行政人口の減少に伴い、今後、毎年1.5%づつ減少していくものと予測される。

有収水量の予測

　有収水量（処理水量）は、近年横這い傾向であり、今後も横這い傾向でいくものと予測される。
　なお、水洗化率向上のために、毎年２戸の接続を目標に進めていく。

　現在の人員構成が本町の農業集落排水事業を運営していく上での最低ラインと考えている。今後とも経営の効率化
を検討しつつ、経営技術の維持・継承についても支障をきたすことのないよう継続的に検討していく。



３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

　水洗化率の向上として、90%を目標とする。
　施設・設備の健全化・長寿命化のため、計画的に更新・修繕していく。
　管路施設及び土木構造物が耐用年数を迎える時期を目途に、個別処理方式（浄化槽）に
移行していくことを検討していく。

目 標

経常損益額を、最小限5，000千円確保する。

○適切で計画的な事業執行
　支出において大きな比率を占めるのが建設投資に伴う公債費であり、今後も継続して支出していく必要があり厳しい
経営状況となっている。限られた財源の中、適正な事業計画と財政計画を基に事業を執行する。

○効率的な事業執行
　業務の効率化とコスト縮減に対し、行政のみならず施設の維持管理を委託する民間事業者にも協力を求めて取り組
むこととする。

○収入の確保と負担の適正化
　処理区域内の水洗化率向上を推進し収入の増収を図るが、料金改定については現時点での料金設定が近隣市町と
比較しても高額であるため困難な状況にある。また、財源については使用料収入以外主な収入が無いため、一般会計
からの繰入が必要である。

目 標

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合に
は、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載するこ
と。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討
予定の取組について、その内容等を記載すること。

収支計画の策定にあたっての取り組む
　・使用料収入の増加のために、毎年２戸の接続を行っていく。これに伴い600千円/年の受益者分担金収入を見込ん
でいる。
　・経営戦略期間中に既存の企業債償還金は減少していくため、新たな起債借入は行わない。

主な営業費用の算定方法を次に示す。
　・職員給与費に関する事項：物価上昇を考慮し上昇させる。
　・動力費に関する事項：過去の実績から初年度を3,360千円に設定し、物価上昇を考慮し上昇させる。
　・修繕費に関する事項：過去の実績から初年度を2,500千円に設定し、物価上昇を考慮し上昇させる。
　・委託費に関する事項：過去の実績から初年度を3,500千円に設定する。

○水洗化率の向上
　・毎年２戸の接続を行っていく。

○施設・設備の健全化・長寿命化
　・中継ポンプ（マンホールポンプ）施設の機械設備（ポンプ本体）を全て（７箇所）交換する。
　・劣化損傷の著しいマンホール蓋は交換する（16箇所）。
　・管路施設の拡張は行わない。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お



①　今後の投資についての考え方・検討状況

*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

民 間 活 力 の 活 用 に 関 す る 事 項
（包括的民間委託等の民間委託、指
定 管 理 者 制 度 、 PPP/PFI な ど ）

　現在、実施している施設の維持管理業務の民間委託を今後も継続する。

資 産 活 用 に よ る 収 入 増 加
の 取 組 に つ い て

そ の 他 の 取 組 ―

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　毎年度ごと進捗管理（モニタリング）を行うともに、３～５年ごとに見直し（ローリング）
を行うことで、本経営戦略の事後検証、更新を行う。

職 員 給 与 費 に 関 す る 事 項 　本町の給与制度による。

動 力 費 に 関 す る 事 項 　機械設備の更新にあたっては、省エネ機器・運転技術の導入を検討する。

修 繕 費 に 関 す る 事 項
　日々の点検において発見した設備・部品の劣化進捗度合に応じて、早期
修繕措置を実施することで、大規模規模な修繕に繋がらないよう努める。

委 託 費 に 関 す る 事 項
　施設維持管理のために求められる労力（調査、設計等）が施設の老朽化
に伴い年々増加しており、委託費の削減は難しい状況にある。

そ の 他 の 取 組 ―

薬 品 費 に 関 す る 事 項 　水処理技術の向上を図るなどして、薬品減量化に努める。

―

　応益負担の原則に基づいて負担を求めるものであるが、現在の使用料が
近隣市長と比べても高額なことから、使用料の見直しは困難な状況である。

使 用 料 の 見 直 し に 関 す る 事 項

―

―

　小規模の修繕、改修を計画的に行うことで長寿命化を図り施設の更新時
期に投資が集中しないように配慮する。

　本町の２つの集合処理区は、処理施設間の管路延長が約3.8kmと離れて
おり困難である。他市町の集合処理区との広域化・共同化となると、さらに
困難である。

広 域 化 ・ 共 同 化 ・ 最 適 化 に
関 す る 事 項

そ の 他 の 取 組

民 間 活 力 の 活 用 に 関 す る 事 項
（ PPP/PFI な ど ）

投 資 の 平 準 化 に 関 す る 事 項



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． (A) 18,349 18,479 18,609 18,739 18,869 18,999 19,129 19,259 19,389 19,519
(1) 18,348 18,478 18,608 18,738 18,868 18,998 19,128 19,258 19,388 19,518
(2) (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(3) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

２． 67,355 69,188 69,437 68,864 67,432 69,059 64,708 65,421 63,169 56,605
(1) 26,114 27,494 28,875 30,255 31,636 33,016 34,397 35,777 37,157 38,538

26,114 27,494 28,875 30,255 31,636 33,016 34,397 35,777 37,157 38,538
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2) 15,996 16,015 16,015 16,015 16,015 16,015 16,015 16,015 16,015 16,015
(3) 25,245 25,679 24,547 22,594 19,781 20,028 14,296 13,629 9,997 2,052

(C) 85,704 87,667 88,046 87,603 86,301 88,058 83,837 84,680 82,558 76,124
１． 67,350 68,302 68,628 68,956 69,284 69,618 69,949 70,281 70,612 70,947

(1) 7,913 8,018 8,122 8,226 8,329 8,435 8,536 8,636 8,734 8,833
3,879 3,984 4,088 4,192 4,295 4,401 4,502 4,602 4,700 4,799

466 466 466 466 466 466 466 466 466 466
3,568 3,568 3,568 3,568 3,568 3,568 3,568 3,568 3,568 3,568

(2) 33,662 34,511 34,733 34,957 35,182 35,410 35,640 35,872 36,105 36,341
3,360 3,377 3,394 3,411 3,428 3,445 3,462 3,479 3,496 3,513

450 2,513 2,526 2,539 2,552 2,565 2,578 2,591 2,604 2,617
50 50 51 51 51 51 52 52 52 52

29,802 28,571 28,762 28,956 29,151 29,349 29,548 29,750 29,953 30,159
(3) 25,775 25,773 25,773 25,773 25,773 25,773 25,773 25,773 25,773 25,773

２． 2,935 2,500 2,065 1,659 1,296 975 680 471 286 177
(1) 2,789 2,354 1,919 1,513 1,150 829 534 325 140 31
(2) 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146

(D) 70,285 70,802 70,693 70,615 70,580 70,593 70,629 70,752 70,898 71,124
(E) 15,419 16,865 17,353 16,988 15,721 17,465 13,208 13,928 11,660 5,000
(F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15,419 16,865 17,353 16,988 15,721 17,465 13,208 13,928 11,660 5,000
(I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(J)

(K)

( I )
(A)-(B)

(L)

(M) 18,349 18,479 18,609 18,739 18,869 18,999 19,129 19,259 19,389 19,519

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 １ 項 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

令和7年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

令和6年度

営 業 収 益



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度

区　　　　　分

１． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３． 400 2,824 2,675 5,446 5,446 3,394 3,394 4,635 4,235 4,235

４． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

６． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

７． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

８． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

９． 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

(A) 1,000 3,424 3,275 6,046 6,046 3,994 3,994 5,235 4,835 4,835

(B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(C) 1,000 3,424 3,275 6,046 6,046 3,994 3,994 5,235 4,835 4,835

１． 1,000 3,424 3,275 6,046 6,046 3,994 3,994 5,235 4,835 4,835

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２． 25,214 25,648 24,516 22,563 19,750 19,997 14,265 13,598 9,966 2,021

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

(D) 26,294 29,152 27,871 28,689 25,876 24,071 18,339 18,913 14,881 6,936

(E) 25,294 25,728 24,596 22,643 19,830 20,077 14,345 13,678 10,046 2,101

１． 25,294 25,728 24,596 22,643 19,830 20,077 14,345 13,678 10,046 2,101

２． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(F) 25,294 25,728 24,596 22,643 19,830 20,077 14,345 13,678 10,046 2,101

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度

区　　　　　分

26,114 27,494 28,875 30,255 31,636 33,016 34,397 35,777 37,157 38,538

26,114 27,494 28,875 30,255 31,636 33,016 34,397 35,777 37,157 38,538

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25,294 25,728 24,596 22,643 19,830 20,077 14,345 13,678 10,046 2,101

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25,294 25,728 24,596 22,643 19,830 20,077 14,345 13,678 10,046 2,101

51,408 53,222 53,471 52,898 51,466 53,093 48,742 49,455 47,203 40,639

令和15年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度令和7年度令和6年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和14年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

令和12年度 令和13年度 令和14年度

他 会 計 負 担 金

令和15年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度
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図
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・
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的
に

小
規

模
修

繕
を

実
施

し
、

単
年

度
に

経
費

を
集

中
さ

せ
る

こ
と

な
く

事
業

を
運

営
し

、
ま

た
施

設
の

長
寿

命
化

を
図

る
。

必
要

な
設

備
投

資
と

経
営

的
な

側
面

と
の

整
合

性
を

図
り

つ
つ

、
ま

た
、

下
水

道
事

業
を

継
続

さ
せ

て
い

く
た

め
の

技
術

の
継

承
を

意
識

し
な

が
ら

事
業

運
営

を
行

っ
て

い
く

。

※
　

「
経

常
収

支
比

率
」

、
「

累
積

欠
損

金
比

率
」

、
「

流
動

比
率

」
、

「
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

」
及
び

「
管

渠
老

朽
化

率
」

に
つ

い
て

は
、

法
非

適
用

企
業

で
は

算
出

で
き

な
い

た
め

、
法

適
用

企
業

の
み

の
類

似
団

体
平

均
値

及
び
全

国
平

均
を

算
出

し
て

い
ま

す
。

0.
00

0.
01

0.
02

0.
03

0.
04

R0
1

R
02

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
-

-
-

-
0.

00

平
均

値
-

-
-

-
0.

03

0.
00

20
.0

0

40
.0

0

60
.0

0

80
.0

0

1
00

.
00

1
20

.
00

1
40

.
00

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
-

-
-

-
11

6.
6
0

平
均

値
-

-
-

-
10

6.
3
5

0.
00

5.
00

1
0.

0
0

1
5.

0
0

2
0.

0
0

2
5.

0
0

3
0.

0
0

R0
1

R
02

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
-

-
-

-
4.

29

平
均

値
-

-
-

-
25

.4
6

0.
00

0.
02

0.
04

0.
06

0.
08

0.
10

0.
12

0.
14

0.
16

0.
18

0.
20

R0
1

R
02

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
-

-
-

-
0.

00

平
均

値
-

-
-

-
0.

19

①
経

常
収

支
比
率

(
％

)

0.
00

20
.0

0

40
.0

0

60
.0

0

80
.0

0

1
00

.
00

1
20

.
00

1
40

.
00

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
-

-
-

-
0.

00

平
均

値
-

-
-

-
12

9.
8
9

0.
00

5.
00

10
.
00

15
.
00

20
.
00

25
.
00

30
.
00

35
.
00

40
.
00

45
.
00

50
.
00

R0
1

R0
2

R
03

R0
4

R0
5

当
該

値
-

-
-

-
26

.1
0

平
均

値
-

-
-

-
44

.0
4

0.
00

1
00
.
00

2
00
.
00

3
00
.
00

4
00
.
00

5
00
.
00

6
00
.
00

7
00
.
00

8
00
.
00

9
00
.
00

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
-

-
-

-
27

6.
3
8

平
均

値
-

-
-

-
83

9.
2
1

0.
00

10
.
00

20
.
00

30
.
00

40
.
00

50
.
00

60
.
00

R0
1

R0
2

R
03

R0
4

R0
5

当
該

値
-

-
-

-
37

.0
5

平
均

値
-

-
-

-
52

.0
5

0.
00

1
00

.
00

2
00

.
00

3
00

.
00

4
00

.
00

5
00

.
00

6
00

.
00

7
00

.
00

8
00

.
00

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
-

-
-

-
72

3.
5
1

平
均

値
-

-
-

-
30

1.
8
6

0.
00

5.
00

10
.
00

15
.
00

20
.
00

25
.
00

30
.
00

35
.
00

40
.
00

45
.
00

50
.
00

R0
1

R0
2

R
03

R0
4

R0
5

当
該

値
-

-
-

-
38

.2
7

平
均

値
-

-
-

-
46

.2
5

0.
00

10
.
00

20
.
00

30
.
00

40
.
00

50
.
00

60
.
00

70
.
00

80
.
00

90
.
00

R0
1

R0
2

R
03

R0
4

R0
5

当
該

値
-

-
-

-
75

.2
8

平
均

値
-

-
-

-
83

.9
6

②
累

積
欠

損
金

比
率

(
％
)

③
流

動
比

率
(
％

)
④

企
業
債

残
高

対
事

業
規

模
比

率
(
％

)

⑤
経

費
回

収
率
(
％

)
⑥

汚
水

処
理

原
価

(
円

)
⑦

施
設

利
用

率
(
％

)
⑧

水
洗

化
率
(
％

)

①
有
形

固
定

資
産

減
価

償
却

率
(
％

)
②

管
渠

老
朽

化
率

(
％
)

③
管

渠
改

善
率

(
％

)

【
10
4.
44
】

【
12
4.
06
】

【
4
2.
02
】

【
78
5.
10
】

【
8
7.
54
】

【
4
9.
87
】

【
27
1.
15
】

【
5
6.
93
】

【
2
8.
42
】

【
0
.0
8】

【
0.
02
】


